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 令和７年３月 31日 

 

貝塚市長 

 

貝塚市規則第６号 

   貝塚市開発行為等の手続等に関する条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、貝塚市開発行為等の手続等に関する条例（令和７年貝塚市条例第10号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （適用除外） 

第２条 条例第３条第２項第３号の規則で定める開発行為等は、次に掲げる行為とする。 

 (１) 条例第３条第１項第５号の建築行為（建築物の新築及び移転並びに建築基準法（昭和25年

法律第201号）第87条に規定する行為を除く。）であって、戸数の増加、用途変更及び開発行

為（条例第２条第１号アに掲げる行為をいう。）を伴わないもの 

 (２) 建築基準法第85条に規定する仮設建築物の建築を目的とする開発行為等 

 （一の開発行為等とみなさない場合） 

第３条 条例第４条ただし書の規則で定める場合は、一団の土地又は隣接し、若しくは近接する土

地において先に行われた開発行為等（以下この項において「先行する開発行為等」という。）に

係る次の各号に掲げる日のいずれか早い日から起算して６月を経過した日以後に、当該先行する

開発行為等に係る土地と一団の土地を形成する土地又は隣接し、若しくは近接する土地において

、開発行為等を行う場合とする。 

 (１) 条例第14条第４項の検査済証の交付日 

 (２) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規定による公告の日 

 (３) 建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項の検査済証の交付日 

 (４) 建築基準法第42条第１項第５号に規定する道路の位置の指定に係る告示の日 

 （事前協議の申出に係る手続） 

第４条 条例第８条の規定による協議の申出は、事前協議書（様式第１号）に別表に掲げる図書を

添えて市長に提出することにより行うものとする。 

２ 前項の協議書及び添付図書の提出部数は、正本１部及び副本１部とする。 

３ 市長は、第１項の協議の申出があったときは、当該申出に係る書類の審査及び必要に応じて行

う現地確認等により、協議を行うべき関係機関及びその内容を速やかに開発者に通知するととも

に、事前協議書（様式第１号）の副本を交付するものとする。  

 （事前周知に係る標識の様式及び周辺住民等の範囲） 

第５条 条例第10条第１項の標識の様式は、様式第２号によるものとする。 

２ 条例第10条第２項の規定による説明を行うべき周辺住民等の範囲は、次のとおりとする。 

 (１) 開発区域の境界線に隣接する土地の所有者及び占有者 

 (２) 開発区域の境界線に隣接する土地の区域内に存する建築物の所有者及び居住者 

 (３) 開発区域の全部又は一部をその区域に含む町会等（地方自治法（昭和22年法律第67号）第

260条の２第１項に規定する地縁による団体をいう。以下この項において同じ。）（当該開発



区域の面積が500平方メートル未満の場合で、当該町会等の区域内の住民に影響を及ぼすおそ

れがあるときに限る。） 

 (４) その区域が前号の町会等の区域に隣接する町会等であって、当該開発行為等により、その

区域内の住民に影響を及ぼすおそれがあるもの 

 （事前協議等の完了の届出等に係る手続） 

第６条 条例第11条第１項の規定による届出は、開発行為等届出書（様式第３号）に周辺住民説明

会等経過報告書（様式第４号）及び別表に掲げる図書を添えて市長に提出することにより行うも

のとする。 

２ 前項に定めるものほか、開発者は、条例第９条第１項の規定による協議を行ったときは、開発

協議書（様式第５号）及び事前協議書に対する処理書（様式第６号）並びに放流協議報告書（様

式第７号）（雨水、雑排水又は浄化槽汚水の河川、水路又は公共下水道雨水排水路等への放流に

ついて協議を行った場合に限る。）を市長に提出しなければならない。 

３ 開発者は、条例第11条第３項の規定による協議を行うときは、変更協議書（様式第８号）に、

変更箇所を明示した別表に掲げる図書を添えて市長に申し出なければならない。この場合におい

て、別表に掲げる図書のうち変更箇所がないものについては、添付を省略することができる。 

４ 前３項に規定する図書の提出部数は、正本１部及び副本１部とする。 

 （覚書の様式） 

第７条 条例第12条の覚書の様式は、様式第９号によるものとする。 

 （開発行為等の廃止の届出に係る手続） 

第８条 条例第13条第１項の規定による届出は、開発行為等廃止届出書（様式第10号）に次に掲げ

る図書を添えて市長に提出することにより行うものとする。 

 (１) 位置図  

 (２) 土地利用計画図 

 (３) 委任状（代理人により届出を行う場合に限る。以下同じ。） 

２ 前項の届出書及び添付図書の提出部数は、正本１部及び副本１部とする。 

 （完了検査等） 

第９条 条例第14条第２項の規定による届出は、工事完了届出書（様式第11号）に、次に掲げる図

書を添えて市長に提出することにより行うものとする。 

 (１) 位置図、土地利用計画図、排水施設計画平面図及び造成計画図  

 (２) 工事写真 

 (３) 地籍図（地番の変更があるときは、変更後の地籍図、地番一覧表の新旧対照表及び新番地

の登記事項証明書） 

 (４) 開発行為等に関係する法令に基づく許可等を受けた場合における当該許可等を証する書面

の写し 

 (５) 委任状 

 (６) その他市長が必要と認める図書 

２ 前項の届出書及び添付図書の提出部数は、正本１部とする。 

 （公共公益施設の用地の帰属に係る手続） 

第10条 開発者は、都市計画法第40条第１項又は第２項の規定による公共公益施設の用に供する土

地の帰属に当たり、公共用地登記依頼書（様式第12号）に次に掲げる図書を添えて市長に提出し



なければならない。 

 (１) 位置図及び土地利用計画図 

 (２) 丈量図、分筆図及び地積測量図 

 (３) 登記事項証明書 

 (４) 登記承諾書（様式第13号） 

 (５) 印鑑登録証明書（法人にあっては、印鑑証明書及び法人資格証明書） 

 (６) 地籍図 

 (７) 登記原因証明情報（様式第14号） 

２ 前項の依頼書及び添付図書の提出部数は、正本１部及び市長が必要と認める部数の副本とする

。 

３ 第１項の場合を除くほか、開発者は、条例第15条第２項の規定による公共公益施設の用に供す

る土地の帰属に当たり、市長、教育委員会及び水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市

長と協議し、その指示に従わなければならない。 

 （開発者の瑕疵
か し

担保責任） 

第11条 開発者は、条例第15条第１項の規定により市の管理に属することとなった公共公益施設に

ついて、当該市の管理に属することとなった日から起算して２年間は、瑕疵担保責任を負うもの

とする。 

 （身分証明書の様式） 

第12条 条例第17条第２項の証明書は、身分証明書（様式第15号）とする。 

 （勧告及び命令の形式） 

第13条 条例第18条及び第19条の規定による勧告及び命令は、それぞれ文書により行うものとする

。 

 （公表の方法） 

第14条 条例第20条第１項の規定による公表は、市のホームページへの掲載その他市長が適当と認

める方法により行うものとする。 

 （補則） 

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


